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平成 25 年度(秋・冬・春)旅行会社連携プロモーション事業実施要綱 

国内需要安定化国内需要安定化国内需要安定化国内需要安定化事業事業事業事業    秋・冬・春秋・冬・春秋・冬・春秋・冬・春キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン    

平成平成平成平成25252525年度旅行会社連携プロモーション事業年度旅行会社連携プロモーション事業年度旅行会社連携プロモーション事業年度旅行会社連携プロモーション事業    実施要綱実施要綱実施要綱実施要綱    

    

制定日 平成25年 6月 3日 

 

（（（（趣趣趣趣旨旨旨旨））））    

第１条 この要綱は、沖縄県の委託を受け、一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー(以下

「OCVB」という。) が実施する「旅行会社連携プロモーション事業」について、旅行会社に助成金を

交付するための必要な事項を定める。 

 

（当事業の目的）（当事業の目的）（当事業の目的）（当事業の目的）    

第２条 当事業は、秋季、冬季、春季について観光経済効果を最大限引き出すため、季節ごとの観光客

ターゲットを設定した上で、沖縄県の施策と各旅行会社と連携・協力したプロモーションを展開し、

沖縄県への更なる観光客誘致を促進することを目的とする。 

 

（（（（用語の定義）用語の定義）用語の定義）用語の定義）    

第３条 「証憑類」とは、助成金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類（見積書、納品

書、請求書、領収書、根拠資料等）のことを指す。 

 

（（（（助成対象事業助成対象事業助成対象事業助成対象事業者者者者））））    

第４条 助成の対象となる事業者（以下「助成対象事業者」という。）は、国内観光客を送客し、次の

要件を全て満たす旅行会社とする。 

(1)  第１種旅行業または第２種旅行業を有すること。 

(2)  平成25年5月1日現在までに、沖縄県内に本社、支社、グループ企業等を有する法人であること。

または、OCVB東京事務所およびOCVB西日本事務所から推薦された沖縄県への送客実績を有する法人

であること。 

(3)  申請事業者役員に次のいずれかに該当するものが含まれていないこと。 

ア 破産者で復権を得ない者。 

イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者。 

ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条第6号に規定する 

暴力団員若しくは暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者（以下「暴力団の構成員等」 

と略記）。 

(4) 暴力団の構成員等の統制の下にない事業者。 

 

 

（助成対象期間（助成対象期間（助成対象期間（助成対象期間及び助成対象企画及び助成対象企画及び助成対象企画及び助成対象企画）））） 

第５条 助成対象期間は以下に定めたとおりとする。 
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(1)長期販売型パンフレットの企画提案 

設 定 期 間 ( 目 安 ) 平成 25年 9月～平成 26年 6月（出発期間） 

助 成 対 象 期 間 助成決定の日～平成 26年 1月 31 日 

企 画 書 申 請 期 限 平成 25年 6月 12 日(水)17:00 迄 

決 定 通 知 予 定 日 平成 25年 6月 17 日～6月 28 日 

実 績 報 告 申 請 期 限 平成 26年 2月 14 日(金)17:00 迄 

対象内容：秋・冬・春の各旬のイメージ訴求ページ及び、各旬（秋・冬・春）毎の商品ページ。 

※原則として、訴求ページや商品ページを併せて１ページ以上とする。 

※イメージ訴求案は別紙１を参照。※イメージ訴求案は別紙１を参照。※イメージ訴求案は別紙１を参照。※イメージ訴求案は別紙１を参照。 

対象パンフレット：全国（関東、関西圏等）での発行部数が３０万部以上ある主力となるパンフレ

ット。（３０万部未満は対象外とする。） 

※パンフレットを主軸としている場合は、他の広告媒体との連携プロモーションも対象とする。 

 

(2)短期販売型プロモーションの企画提案 

秋

 

設 定 期 間 ( 目 安 ) 平成 25年 9月～11 月（出発期間） 

助 成 対 象 期 間 助成決定の日～平成 25年 11 月 30 日 

企 画 書 申 請 期 限 平成 25年 6月 28 日(金)17:00 迄 

決 定 通 知 予 定 日 平成 25年 7月 4日～7 月 9 日 

実績報告申請期限 平成 25年 12 月 20 日(金)17:00 迄 

   

冬

 

設 定 期 間 ( 目 安 ) 平成25年11月～平成26年2月（出発期間） 

助 成 対 象 期 間 助成決定の日～平成26年2月28日 

企 画 書 申 請 期 限 平成25年8月2日(金)17:00迄 

決 定 通 知 予 定 日 平成25年8月7日～8月16日 

実績報告申請期限 平成26年2月28日(金)17:00迄 

   

春

 

設 定 期 間 ( 目 安 ) 平成26年2月～6月（出発期間） 

助 成 対 象 期 間 助成決定の日～平成26年2月28日 

企 画 書 申 請 期 限 平成25年9月2日(月)17:00迄 

決 定 通 知 予 定 日 平成25年9月6日～9月20日 

実績報告申請期限 平成26年2月28日(金)17:00迄 

対象内容：各旬（秋・冬・春）毎に関連した商品のプロモーション 
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２ 助成対象企画は、秋・冬・春の沖縄の魅力を発信するとともに、沖縄本島及び離島へ誘客する内容

であることとする。また、各旬毎に設定する下記のテーマ、ターゲット層及び設定期間（目安）等に

合致している内容であることとする。 

（1）秋 

秋秋秋秋 

テ ー マ 恋の島、沖縄。 

タ ー ゲ ッ ト 女性層 

設 定 期 間 平成 25年 9月～11 月 

想定される企画例 ・上質な宿泊プラン（オーシャンビュー、アメニティ、デュベス

タイル、レイトチェックアウトなど） 

・琉球エステ・スパ、グルメ（旬の県産食材を使用したメニュー・

スイーツなど） 

・ロケーション（オーシャンビュー、夕景など） 

・沖縄発の作家モノ（ガラス、陶芸、紅型、雑貨など） 

・ショッピング（アウトレット、雑貨、輸入雑貨など） 

参考イメージ URL http://cp.okinawastory.jp/autumn/ 

（2）冬 

冬冬冬冬 

テ ー マ 大人のふたり旅 

メインターゲット 夫婦旅行で沖縄を訪れる50～60代を主としたアクティブシニア層 

設 定 期 間 平成 25年 11 月～平成 26年 2月 

想定される企画例 ・日本一早い春（沖縄花のカーニバルなどのイベントを紹介、 

1 月の日本一早い桜の開花を楽しむ） 

・世界遺産（歩くのに心地よい冬の沖縄での世界遺産巡り） 

・散歩気分でクルーズ（ホエールウォッチング、ロマンティック

なディナー付きのサンセットクルージングなど） 

・自然に包まれるエコツアー（亜熱帯植物が生い茂る森を散策、

トレッキングやカヌーなど） 

・絶景コースでリゾートゴルフ 

・陶芸体験の作品を旅の記念に 

・観光タクシー、周遊バスなどを利用した旅のご提案 

  

サブターゲット 団体、家族旅行など多様な形態で沖縄を訪れる 60代以上のシニア

層 

設 定 期 間 平成 25年 11 月～平成 26年 2月 

想定される企画例 メインテーマと同じ 

参考イメージ URL http://cp.okinawastory.jp/winter/ 

注意事項：メインターゲット・サブターゲットの両方に申請してもよい。ただし、１社につき

いずれか１企画の採択とする。 
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平成 25 年度(秋・冬・春)旅行会社連携プロモーション事業実施要綱 

（3）春 

春

 

メ イ ン テ ー マ    撮ろうぜ！サイコーの卒業写真 

タ ー ゲ ッ ト    卒業旅行（学生） 

設 定 期 間 平成 26年 2月～3 月 

想定される企画例 ・古民家で合宿のような沖縄滞在 

・市場での食材ショッピング、泡盛を蔵に預け自分だけの古酒

を作るサービス、民謡酒場でのふれあいなどを紹介。いつも

のメンバーで、いつもとは違う特別な時間を味わう。 

＜ストーリーイメージ＞ 

「こんなふうに遊べるのは最後かもしれないな」 

卒業後はバラバラになる、いつもの４人組で沖縄旅行。 

沖縄の古民家に泊まり、沖縄の食を自ら作り、沖縄の唄に癒さ

れる、そこで撮る写真は、これまでで一番の笑顔で…。 

楽しいけどちょっと切ない、思い出づくりの旅。 

参考イメージ URL http://cp.okinawastory.jp/spring/tokushu03.html 

   

サ ブ テ ー マ    親子孫たび 

タ ー ゲ ッ ト    ３世代旅行 

設 定 期 間 平成 26年 2月～6 月 

想定される企画例 「祖父母世代と孫世代が一緒に楽しめる」がポイント 

・大自然の中で孫の成長を感じたり、沖縄独特の文化や歴史を

感じたり。特別な経験を通じて、家族の絆を深める提案赤ち

ゃん・キッズ向けサービスが充実のホテルなど。 

＜ストーリーイメージ＞ 

普段は離れて暮らす祖母と母、孫が沖縄を旅する３人旅。 

春の沖縄のおだやかな自然や、ゆったりとした独自の文化に一

緒に触れながら、祖母と孫の絆が深まっていく。 

参考イメージ URL http://cp.okinawastory.jp/spring/tokushu01.html 

注意事項：メインテーマ・サブテーマの両方に申請してもよい。ただし、１社につきいずれか

１企画の採択とする。 

※「想定される企画例」は、あくまでも例として提示しているため、必ずしもこの内容での提案を

指定するものではない。 

(4) キャンペーンサイト「しゅんおき！旬香周島おきなわ」 

URL: http://cp.okinawastory.jp/への誘導施策があること。 

(5) 各旬（秋・冬・春）キャンペーン用のロゴをテーマに沿って掲出すること。 

※ロゴデータについては、後日E-mailにて送付予定。 



- 5 - 

  
平成 25 年度(秋・冬・春)旅行会社連携プロモーション事業実施要綱 

(6) 旬キャンペーン用統一ロゴ「旬香周島おきなわ」を掲出すること。 

（ロゴの使用例） 

 

 

 

 

(7) クレジット「協力：沖縄県・沖縄観光コンベンションビューロー」を掲出すること。 

※クレジットの書体、入れ方等は自由  

 

（（（（助成対象助成対象助成対象助成対象経費経費経費経費））））    

第６条 長期販売型パンフレット商品の企画提案の助成対象となる経費は以下に掲げる広告

宣伝費とし、前条第２項に該当する旅行商品の広報・宣伝を目的とするものとする。 

(1) 全国発行部数が３０万部以上ある沖縄観光商品パンフレットの広告宣伝印刷費 

(2) 広告費  

例：テレビ、ラジオ、新聞、雑誌、WEBコンテンツ制作、WEB広告、交通広告等 

(3) 広告宣伝用印刷物 

例：カタログ、チラシ、ポスター等 

(4) その他、OCVBが必要と認めるもの 

条件①：(1)は必須とする。(2)～(4)については(1)の強化策としてのみ可とする。 

条件②：送客実績数及び、旅行者（申込者）の所在地（都道府県）等を明確に報告できる仕

組みであること。 

２ 短期販売型プロモーションの企画提案の助成対象となる経費は以下に掲げる広告宣伝費

とし、前条第２項に該当する旅行商品の広報・宣伝を目的とするものとする。 

(1) 広告費  

例：テレビ、ラジオ、新聞、雑誌、WEBコンテンツ制作、WEB広告、交通広告等 

(2) 広告宣伝用印刷物 

例：商品案内のパンフレット、カタログ、チラシ、ポスター等 

(3) その他、OCVBが必要と認めるもの 

条件①：送客実績数及び、旅行者（申込者）の所在地（都道府県）等を明確に報告できる仕

組みであること。 

３ 助成対象となる経費は、助成決定日以降に新たに発生した費用とする。 

４ 新聞広告やパンフレットのような紙媒体等にかかる経費は、第５条第１項で示した対象内

容（イメージ訴求ページ、商品掲載ページなど）にかかる部分の経費のみ対象。ページ内に

事業趣旨と異なる広告が混在する場合は、広告枠全体に係る総経費に、広告枠全体分の面積

に対する助成対象企画部分の面積の割合を乗じて得た金額（1,000円未満は切り捨て)を助成

対象経費とする。 
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（（（（助成金の交付額助成金の交付額助成金の交付額助成金の交付額））））    

第７条  助成金は、事業予算の範囲内で決定する。 

２ 助成額の上限及び助成率は下表のとおりとする。 

【長期販売型パンフレットの企画提案】 

対象地域による企画の種類 助成額の上限 助成率 

沖縄県（離島を含む）を対象とした企画 600 万円 50％以下 

【短期販売型プロモーションの企画提案】 

対象地域による企画の種類 助成額の上限 助成率 

ア 沖縄本島を主とした企画 150 万円 50％以下 

イ 

離島（石垣島・宮古島）を主とした企画 200 万円 50％以下 

離島（石垣島・宮古島以外）を主とした企画 200 万円 50％以下 

※上表ア、イのうち複数の地域を対象とする企画の場合、露出の割合等により「主とした」対

象地域（ア,イ）を決定する。 

※助成率とは、助成対象経費に対する助成金の割合（％）を指す。 

※例えば、アに該当する企画で広告宣伝費の総額（助成対象経費）が1,000万円の場合、「助

成率50％」で500万円助成となるところ、「助成額の上限」150万円の条件により、助成金は

150万円となる。（ただし、予算の状況によっては、150万円を下回ることもある。） 

 

（（（（助成金申請書の助成金申請書の助成金申請書の助成金申請書の提出方法等提出方法等提出方法等提出方法等）））） 

第８条 申請者は、第第第第５５５５条条条条第１第１第１第１項にて定められた期間まで項にて定められた期間まで項にて定められた期間まで項にて定められた期間までに次に挙げる書類をOCVBへ提出する

こと。ただし、沖縄県外に住所を有する企業については、沖縄県内の支社、グループ企業等

と連名で企画書を提出するものとし、沖縄県内に支社等を有しない企業については、OCVB東

京事務所およびOCVB西日本事務所より推薦者の記名、押印を得ること。 

(1)  企画応募用の申請書(様式第1号) 

申請書の押印箇所には、応募企業の最高決裁者の代表者印（社名＋代表者名）が必須。但

し、最高決裁者からの委任状がある場合に於いては、当該企業の支店や営業所であってもそ

の限りではない。 

 (2)  平成25年度旅行会社連携プロモーション事業 企画書(様式第2号) 

 (3)  平成25年度旅行会社連携プロモーション事業 積算書(様式第3号） 

   ＊積算書の根拠となる委託先（外注先）の見積書の添付必須。 

 (4)  会社概要資料（パンフレット）等 

２ 企画書内容の事前確認については、FAX又は電子メールにて行うことができる。ただし、

有効な申請は、第５条第１項第５条第１項第５条第１項第５条第１項にて定められた期間までにて定められた期間までにて定められた期間までにて定められた期間までに「申請書類等の原本が不備なくOCVB

本社担当窓口へ提出されているもの」とし、捺印漏れ、書類不足、その他不備が生じている

申請又は問い合わせ中の申請については一切を受け付けない。 
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（（（（助成の決定助成の決定助成の決定助成の決定及び変更申請等及び変更申請等及び変更申請等及び変更申請等））））    

第９条    OCVBは、前条により提出された申請書をもとに選定委員会を行い当該事業に適切な企

画を選定し、助成の可否及び助成金の額を決定する。選定の基準は送客実績や送客目標、商

品の新規性などとする。ただし、企画内容の一部について、事業趣旨に即した内容への変更

を指示する場合がある。 

２ 助成の決定については、文書により選定された申請者（以下「助成事業者」 ）に通知す

る。決定通知予定日は、第５条第１項第５条第１項第５条第１項第５条第１項にて定められた期間にて定められた期間にて定められた期間にて定められた期間とし、通知書原本の郵送は後日と

する。 

３ 前項に定める通知書は、当事業の交付予定を示すものであり、決定通知書に記載された事

項がすべて助成対象となるわけではない。 

４ OCVB から助成事業者に決定通知後、何らかの事情によりやむを得ず申請を取り下げる場

合、又は、企画内容を変更する場合は、変更・辞退承認申請書(様式第 4 号)を速やかに提出

し、OCVB の承認を受けること。 

 

（（（（実績報告書等交付確定に必要な書類の提出実績報告書等交付確定に必要な書類の提出実績報告書等交付確定に必要な書類の提出実績報告書等交付確定に必要な書類の提出））））    

第１０条 助成事業者は、原則第５条第１項第５条第１項第５条第１項第５条第１項にて定められた期間までにて定められた期間までにて定められた期間までにて定められた期間までに、次に挙げる書類を

OCVB に提出すること。なお、期限までに提出されない場合、助成金は交付しない。 

(1)  実績報告用の申請書(様式第5号) 

申請書の押印箇所には、応募企業の最高決裁者の代表者印（社名＋代者名）が必須。 

但し、最高決裁者からの委任状がある場合に於いては、当該企業の支店や営業所であって

もその限りでは無い。 

(2)  平成25年度旅行会社連携プロモーション事業 実績報告書(様式第6号) 

(3)  平成25年度旅行会社連携プロモーション事業 精算書(様式第7号) 

(4) 成果物 

原則、成果物は各5部提出すること。 

(5)  原本証明書及び証憑類 

(6) 春の企画については、別途、送客結果報告を平成26年7月1日（火）迄に提出すること。 

※全ての提出書類において、原本での取り扱いを原則とし、FAX 等での書類は受付不可と

する。また、全ての提出書類において別添の報告書作成マニュアルに従い整理すること。 

  ※様式第 6 号、7号については、後日メールにて送付します。 

２ OCVB は、実績報告を受理した日から 30 日以内にその交付すべき助成金の額を検査・確定

し、その旨助成事業者へ通知する。ただし、全ての経費において実績報告を検査した結果、

当該事業に使用した経費と確認できない場合や送客実績数が送客目標数の送客実績数が送客目標数の送客実績数が送客目標数の送客実績数が送客目標数の 50505050％を下回る場％を下回る場％を下回る場％を下回る場

合合合合（※１）（※１）（※１）（※１）は、助成金を交付しない。 

  ※１ 春の企画については、適用しない。 
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（（（（交付の確定交付の確定交付の確定交付の確定））））    

第１１条 OCVB は、前条の確定事項に応じて確定通知書をもって助成事業者に通知する。 

 

（（（（助成金の支払方法等助成金の支払方法等助成金の支払方法等助成金の支払方法等））））    

第１２条 OCVBは、前条により確定通知書を発行した助成事業者から提出された請求書に基づ

き、請求日から30日以内に助成事業者が指定した金融機関の口座へ、助成金を振込むものと

する。 

 

（現場の調査）（現場の調査）（現場の調査）（現場の調査）    

第１３条 OCVBは、必要に応じて、助成事業者に対し現場への実施検査を行うことができる。 

 

（（（（助成金の経理処理上の注意事項助成金の経理処理上の注意事項助成金の経理処理上の注意事項助成金の経理処理上の注意事項））））    

第１４条 本事業に係る経理について、報告書及び証憑類は一般事業と区別して整理保存し、

事業年度終了後 5 年間（平成 26 年 4月～平成 31 年 3 月末迄）保存することを義務とする。  

※証憑類の原本は、助成事業者が保管し、原本のコピーを OCVB へ提出すること。 

 

（（（（助成金の交付の取り消しおよび返還助成金の交付の取り消しおよび返還助成金の交付の取り消しおよび返還助成金の交付の取り消しおよび返還））））    

第１５条 OCVBは、助成金の交付を受けた事業者がこの実施要綱の規定に違反したとき、助成

金申請書等の提出書類に虚偽の記載をしたことが判明したとき、もしくは助成金交付後に

OCVBが求める報告書・証憑類・成果物等を提出しないときは、助成金の交付確定を取り消し、

既に交付した助成金の全部または一部を返還させることができる。 

 

（（（（その他その他その他その他））））    

第１６条 この実施要綱に定めのない事項については、沖縄県とOCVBが協議をして決定する。 

 

●問い合わせ先 

一般財団法人 沖縄観光コンベンションビューロー 

〒901-0152 沖縄県那覇市字小禄1831-1 産業支援センター２F 

国内事業部 国内プロモーション課  

担当 / 園部、大城 

TEL / 098-859-6125 FAX / 098-859-6222  

E-mail / agt@ocvb.or.jp 

  

●企画推薦 

一般財団法人 沖縄観光コンベンションビューロー 東京事務所 

〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-10-1東京交通会館3階 

担当 / 天久、松川 
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TEL / 03-5220-5311 FAX / 03-5220-9720  

E-mail / tokyo@ocvb.or.jp 

 

一般財団法人 沖縄観光コンベンションビューロー 西日本事務所 

〒530-0001  大阪府大阪市北区梅田 1-1-3-2100 大阪駅前第3ビル21F 

担当 / 米村、山崎 

TEL / 06-6344-6829 FAX / 06-6346-1784 

E-mail /osaka@ocvb.or.jp 

 

附附附附    則則則則    

この実施要綱は、平成25年 6月 3日から施行する。 

  


